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5．実施協定書の締結および経費の納入と
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5．４ 内部監査実施届出書の作成・提出について（希望する機関のみ）（【様式１】実施協定書締結前の場合） 

実施期間終了後
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③ 変更
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④ 返還金が発生する場合には、原則、額の確定後 30 日以内、または 2023 年 3 月 31 日までのいずれか早い日
までに返還していただく必要があります。事前に実施機関内での調整をお願いします。なお、振込手数料は実施機
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 ※映像等の資料を作成した場合は、【
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則、購買規程、旅費規程など）を整備してください。 

ⅱ）国の会計検査や JST による負担対象費用の額の確定（実地調査）では、事業対象経費として実際に取引
した事実があるか、事業目的・内容に合致した支出であるか、事業期間内に事業が開始・終了しているかなどを
証拠書類により確認します。実施機関では、これらを証明する証拠書類を整備し、妥当性を客観的に説明でき
ることが必要となります。例えば、以下の観点により証拠書類の確認を行います。 

❖旅費について、活動日程等との不整合










